
別
表
第
五
号(

第
六
十
条
関
係) 

 
一 
国
内
放
送
等
の
基
幹
放
送
の
区
分 

 
 

(1) 
国
内
放
送 

 
 

(2) 
国
際
放
送 

 
 

(3) 

中
継
国
際
放
送 

 
 

(4) 

協
会
国
際
衛
星
放
送 

 
 

(5) 

内
外
放
送 

 

二 

地
上
基
幹
放
送
等
の
基
幹
放
送
の
区
分 

 
 

(1) 

地
上
基
幹
放
送 

 
 

(2) 

衛
星
基
幹
放
送 

 
 

(3) 

移
動
受
信
用
地
上
基
幹
放
送 

 

三 

送
信
の
方
式
に
よ
る
基
幹
放
送
の
区
分 

 
 

(1) 

デ
ジ
タ
ル
放
送 

 
 

(2) 

デ
ジ
タ
ル
放
送
以
外
の
放
送 

 

四 

料
金
に
よ
る
基
幹
放
送
の
区
分 

 
 

(1) 

有
料
放
送 

 
 

(2) 

有
料
放
送
以
外
の
放
送 

 

五 

放
送
の
種
類
に
よ
る
基
幹
放
送
の
区
分 

 
 

(1) 

中
波
放
送 

 
 

(2) 

短
波
放
送 

 
 

(3) 

超
短
波
放
送 

 
 

(4) 

テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送 

 
 
 

ア 

超
高
精
細
度
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送 

 
 
 

イ 

超
高
精
細
度
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
以
外
の
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送 

 
 
 
 

 

高
精
細
度
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
を
含
む
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送 

 
 
 
 

 

標
準
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送 

 
 

(5) 

マ
ル
チ
メ
デ
ィ
ア
放
送 

 
 

(6) 

多
重
放
送 

 
 
 

ア 

超
短
波
音
声
多
重
放
送 

 
 
 

イ 

超
短
波
文
字
多
重
放
送 

 
 

(7) 

デ
ー
タ
放
送 

 

六 

放
送
事
業
者
に
よ
る
基
幹
放
送
の
区
分 

 
 

(1) 

協
会
の
放
送 

 
 

(2) 

学
園
の
放
送 

 
 

(3) 

(1)
及
び
(2)
以
外
の
放
送 

 

七 

放
送
番
組
に
よ
る
基
幹
放
送
の
区
分 

 
 

(1) 

総
合
放
送 

 
 

(2) 

教
育
放
送 

 
 

(3) 

大
学
教
育
放
送 

 
 

(4) 

外
国
語
放
送 



 
 

(5) 

難
視
聴
解
消
を
目
的
と
す
る
放
送 

 
 

(6) 

そ
の
他
の
放
送 

 

八 
放
送
対
象
地
域
に
よ
る
基
幹
放
送
の
区
分 

 
 

(1) 
全
国
放
送 

 
 

(2) 

広
域
放
送 

 
 

(3) 

県
域
放
送 

 
 

(4) 

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
放
送 

 
 

(5) 

そ
の
他
の
放
送 

 

九 

そ
の
他
の
基
幹
放
送
の
区
分 

 
 

(1) 

受
信
障
害
対
策
中
継
放
送 

 
 

(2) 

臨
時
目
的
放
送 

 
 

(3) 

試
験
放
送(

放
送
及
び
そ
の
受
信
の
進
歩
発
達
に
必
要
な
試
験
、
研
究
若
し
く
は
調
査
の
た
め
又

は
当
該
放
送
を
実
用
に
移
す
目
的
の
た
め
試
験
的
に
行
う
放
送
を
い
う
。) 

 
(

注) 

 
 

一 

こ
の
表
に
お
い
て
、
「
標
準
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
」
と
は
、
電
波
法
施
行
規
則
第
二
条
第
一
項

第
二
十
八
号
の
二
に
規
定
す
る
標
準
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
を
い
う
。 

 
 

二 

こ
の
表
に
お
い
て
、
「
高
精
細
度
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
」
と
は
、
電
波
法
施
行
規
則
第
二
条
第

一
項
第
二
十
八
号
の
三
に
規
定
す
る
高
精
細
度
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
を
い
う
。 

 
 

三 

こ
の
表
に
お
い
て
、
「
超
高
精
細
度
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
」
と
は
、
電
波
法
施
行
規
則
第
二
条

第
一
項
第
二
十
八
号
の
三
の
二
に
規
定
す
る
超
高
精
細
度
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
を
い
う
。 

 
 

四 

こ
の
表
に
お
い
て
、
「
超
短
波
音
声
多
重
放
送
」
と
は
、
電
波
法
施
行
規
則
第
二
条
第
一
項
第

二
十
八
号
の
五
に
規
定
す
る
超
短
波
音
声
多
重
放
送
を
い
う
。 

 
 

五 

こ
の
表
に
お
い
て
、
「
総
合
放
送
」
と
は
、
教
養
番
組
又
は
教
育
番
組
並
び
に
報
道
番
組
及
び

娯
楽
番
組
の
相
互
の
間
の
調
和
が
と
れ
た
放
送
番
組
の
編
集
に
よ
る
放
送
を
い
う
。 

 
 

六 

こ
の
表
に
お
い
て
、
「
教
育
放
送
」
と
は
、
そ
の
放
送
の
大
部
分
が
教
育
番
組
及
び
教
養
番
組

の
放
送
に
よ
つ
て
占
め
ら
れ
て
い
る
放
送
を
い
う
。 

 
 

七 

こ
の
表
に
お
い
て
、「
大
学
教
育
放
送
」
と
は
、
そ
の
放
送
の
全
て
が
学
園
が
設
置
す
る
大
学(

以

下
「
放
送
大
学
」
と
い
う
。)

の
教
育
課
程
に
定
め
る
授
業
科
目
の
授
業
と
し
て
行
わ
れ
る
放
送
及

び
放
送
大
学
に
関
す
る
告
知
放
送
に
よ
つ
て
占
め
ら
れ
て
い
る
放
送
を
い
う
。 

 
 

八 

こ
の
表
に
お
い
て
、
「
広
域
放
送
」
と
は
、
三
以
上
の
都
府
県
の
各
区
域
を
併
せ
た
区
域
に
お

け
る
需
要
に
応
え
る
た
め
の
放
送
を
い
う
。 

 
 

九 

こ
の
表
に
お
い
て
、
「
県
域
放
送
」
と
は
、
一
の
都
道
府
県
の
区
域
又
は
二
の
県
の
各
区
域
を

併
せ
た
区
域
に
お
け
る
需
要
に
応
え
る
た
め
の
放
送
を
い
う
。 

 
 

十 

こ
の
表
に
お
い
て
、
「
外
国
語
放
送
」
と
は
、
外
国
語
に
よ
る
放
送
を
通
じ
て
国
際
交
流
に
資

す
る
放
送
を
い
う
。 

 
 

十
一 

こ
の
表
に
お
い
て
、
「
難
視
聴
解
消
を
目
的
と
す
る
放
送
」
と
は
、
協
会
の
行
う
地
上
系
に

よ
る
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
の
難
視
聴
の
解
消
の
た
め
の
放
送
を
含
む
放
送
を
い
う
。 

 
 

十
二 

こ
の
表
に
お
い
て
、
「
マ
ル
チ
メ
デ
ィ
ア
放
送
」
と
は
、
電
波
法
施
行
規
則
第
二
条
第
一
項

第
二
十
八
号
の
四
の
二
に
規
定
す
る
マ
ル
チ
メ
デ
ィ
ア
放
送
を
い
う
。 


